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市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
市

政
を
考
え
る
上
で
の
参
考
に
し
て

い
た
だ
く
た
め
、
年
２
回
市
の
財

政
状
況
を
公
表
し
て
い
ま
す
。
今

回
は
、　

年
度
（　

年
４
月
１
日

２１

２１

～　

年
３
月　

日
）の
予
算
、基
金
、

２２

３１

市
債
の
現
在
高
、
財
産
の
状
況
な

ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
財
政
課
緯
４
７
０
・

７
７
０
６
へ
。

市
債
の
状
況（　

年
３
月
末
現
在
）

２２

　

道
路
、
公
園
の
整
備
や
公
共
施

設
の
建
設
な
ど
、
将
来
そ
の
施
設

を
利
用
す
る
世
代
に
も
負
担
を
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
適
当
な
事
業

の
場
合
、
市
で
は
事
業
費
の
一
定

割
合
を「
市
債
」と
し
て
、国
な
ど

か
ら
借
り
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

◆
市
債
残
高
＝
４
３
２
億
２
５

５
万
２
千
円

　
（
内
訳
）一
般
会
計
＝
２
５
６
億

４
５
６
８
万
４
千
円
▽
国
民
健
康

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
保

険
料
率
は
、
２
年
ご
と
に
見
直
さ

れ
ま
す
。原
則
と
し
て
、都
内
で
の

同
保
険
料
率
は
均
一
と
な
り
ま
す
。

　
　

年
１
月
の
東
京
都
後
期
高
齢

２２
者
医
療
広
域
連
合
議
会
で
、　

年
２２

度
に
お
け
る
保
険
料
お
よ
び
軽
減

措
置
が
決
定
し
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係
緯
４
７
０
・
７
８
４
６
へ
。

□１
 

保
険
料
の
決
め
方

　

東
京
都
に
お
け
る
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
算
出
は
、
左
図
の

通
り
で
す
。

く
だ
さ
い
。
相
談
の
場
合
は
、
事

前
に
来
庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
な
お
、
納
税
証
明
の
発
行

は
で
き
ま

せ
ん
。

　

※
介
護

保
険
料
、

保
育
園
保

育
料
、
学

童
保
育
料

は
納
付
書

を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領
収

し
ま
す
。

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
６
月　

日
（
水
）・
７

３０

月
１
日
（
木
）
の
い
ず
れ
も
午
後

８
時
ま
で

休
日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
７
月
３
日
（
土
）・
４

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

～
午
後
４
時

　
【
会
場
】
夜
間
・
休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　

詳
し
く
は
納
税
課
緯
４
７
０
・

７
７
３
０
へ
。

家
屋
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
の

減
額
制
度
が
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

①
耐
震
改
修
住
宅
軽
減
②
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
住
宅
軽
減
③
省
エ

ネ
改
修
住
宅
軽
減
④
新
築
住
宅
軽

減
⑤
長
期
優
良
住
宅
（
２
０
０
年

住
宅
）
に
対
す
る
軽
減

　

前
記
①
～
③
の
住
宅
改
修
に
関

す
る
軽
減
の
う
ち
、
①
の
「
耐
震

改
修
住
宅
軽
減
」
と
②
の
「
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
住
宅
軽
減
」
ま
た

は
③
の「
省
エ
ネ
改
修
住
宅
軽
減
」

を
重
複
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
②
の
軽
減
と
③
の
軽
減
は

重
複
し
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
な
お
、
④
の
「
新
築
住
宅
軽

減
」
と
⑤
の
「
長
期
優
良
住
宅
に

対
す
る
軽
減
」
を
重
複
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
【
ご
注
意
】こ
の
５
種
類
の
軽
減

　

市
・
都
民
税
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕

事
な
ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な

方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用

　

家
屋
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
、

次
の
①
～
③
の
住
宅
改
修
を
行
っ

た
場
合
、
減
額
と
な
る
制
度
が
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
従
来
の
新
築
住
宅
の
軽

減
措
置
④
に
加
え
、
新
た
に　

年
２１

６
月
４
日
か
ら
長
期
優
良
住
宅
に

対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

⑤
が
加
わ
り
、
全
部
で
５
種
類
の

措
置
は
家
屋
の
固
定
資
産
税
に
関

す
る
も
の
の
み
で
す
。
土
地
お
よ

び
償
却
資
産
の
固
定
資
産
税
、
な

ら
び
に
土
地
お
よ
び
家
屋
の
都
市

計
画
税
は
軽
減
さ
れ
ま
せ
ん

　

詳
し
く
は
課
税
課
家
屋
資
産
税

係（
内
線
２
３
４
２
～
２
３
４
４
）

へ
。

保
険
特
別
会
計
＝
１
億
５
０
０
０

万
円
▽
下
水
道
事
業
特
別
会
計
＝

１
７
４
億
６
８
６
万
９
千
円

市
民
負
担
の
状
況

　

市
の
財
源
は
、
皆
さ
ん
が
納
め

て
い
る
市
税
の
ほ
か
、
国
や
都
か

ら
の
支
出
金
な
ど
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

◆
市
民
一
人
当
た
り
の
市
税
負

担
額
＝　

万
円

１５

　

◆
一
世
帯
当
た
り
の
市
税
負
担

額
＝　

万
１
千
円

３４
基
金
の
状
況（　

年
３
月
末
現
在
）

２２

　

基
金
は
、
家
計
で
言
え
ば
「
貯

金
」
に
当
た
る
も
の
で
す
。
多
額

の
資
金
が
必
要
と
な
る
事
業
に
備

え
、
財
政
事
情
を
考
慮
し
な
が
ら

目
的
ご
と
に
積
み
立
て
て
い
ま
す
。

　

◆
基
金
現
在
高
＝　

億　

万
２

２５

１０

千
円

　
（
内
訳
）財
政
調
整
基
金
＝　

億
１０

５
２
３
９
万
５
千
円
▽
そ
の
他
の

基
金
＝　

億
４
７
７
０
万
６
千
円

１４

　

※
金
額
は
千
円
未
満
を
四
捨
五

入
し
て
い
る
た
め
、
内
訳
と
合
計

が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

公
有
財
産
の
状
況（　

年
３
月
末
現
在
）

２２

　

公
有
財
産
と
は
、
市
が
所
有
す

る
不
動
産
や
動
産
な
ど
を
い
い
ま

す
。
そ
の
う
ち
の
土
地
、
建
物
な

ど
の
財
産
は
次
の
通
り
で
す
。

　

◆
土
地
＝　

万
６
８
９
７
・　

５７

９１

平
方
㍍

　

◆
建
物
＝　

万
６
０
６
５
・　

２０

６７

平
方
㍍

　

◆
工
作
物
＝
１
４
１
カ
所

□２
 

保
険
料
納
付
書
な
ど 

を
送
付
し
ま
す

　

４
月
の
年
金
か
ら　

年
度
の
保

２２

険
料
が
引
き
落
と
さ
れ
て
い
る
方

は
、　

年
中
の
所
得
に
応
じ
た
仮

２０

の
徴
収
と
な
っ
て
い
ま
す
。　

年
２１

中
の
所
得
に
応
じ
た
保
険
料
は
、

７
月
中
旬
ご
ろ
に
決
定
通
知
書
な

ど
を
送
付
し
ま
す
。

□３
 

保
険
料
の
軽
減

　

所
得
に
応
じ
て
、
次
の
①
～
③

の
保
険
料
の
軽
減
が
あ
り
ま
す

（
軽
減
に
は
、確
定
申
告
を
は
じ
め
、

所
得
の
申
告
な
ど
が
必
要
で
す
）。

③
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
（
国

保
・
国
保
組
合
は
除
く
）
の
被

扶
養
者
だ
っ
た
方
の
保
険
料

の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の

前
日
ま
で
会
社
の
健
康
保
険
（
国

保
・
国
保
組
合
は
除
く
）
な
ど
の

被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
所
得
割

額
が
無
料
に
な
り
、
均
等
割
額
が

９
割
軽
減
さ
れ
た
額
の
み
と
な
り

ま
す
。

　予算総額に対する執行率はいずれも２２年３月末日現在のもの
です。１年間の決算は、現金の未収・未払いの整理を行うために
設けられている「出納整理期間（４月１日～５月３１日）」後に確
定します。　

■一般会計    

予算総額　　　　　３７９億１１１万６千円
　当初予算額は３４１億６,４００万円でしたが、６回の補正を行いま
した。  
（歳入）収入済額　３１８億７,８４２万６千円（収入率）８４.１%
（歳出）支出済額　３１５億1,０８９万４千円（執行率）８３.１%

■国民健康保険特別会計
予算総額　　　　　　　１２１億８,５４４万８千円
（歳入）収入済額 １０５億８,３３９万２千円（収入率）８６.９%
（歳出）支出済額 １０５億1,３７８万４千円（執行率）８６.３%
■後期高齢者医療特別会計
予算総額　　　　　　　１７億６１２万８千円
（歳入）収入済額 １６億５,９２１万４千円（収入率）９７.３%
（歳出）支出済額 １６億５,４４７万１千円（執行率）９７.０%
■老人保健特別会計
予算総額　　　　　　　１億７,９６６万２千円
（歳入）収入済額 １億１,８９６万３千円（収入率）６６.２%
（歳出）支出済額 １億８７５万８千円　　（執行率）６０.５%
■介護保険特別会計
予算総額　　　　　　　５６億５,０２５万円
（歳入）収入済額 ５０億２,３６５万６千円　（収入率）８８.９%
（歳出）支出済額 ４９億３,０６８万３千円　（執行率）８７.３%
■下水道事業特別会計
予算総額　　　　　　　２７億４,４１５万２千円
（歳入）収入済額 ２２億４,０１４万９千円（収入率）８１.６%
（歳出）支出済額 ２４億２,１８７万１千円（執行率）８８.３%

315億1,089万4千円315億1,089万4千円315億1,089万4千円

318億7,842万6千円

379億111万6千円
一般会計

63億
9,022万2千円

60億
2,269万円

　６月３０日（水）は、市・都民税第１
期の納期限です。最寄りの金融機関・
ゆうちょ銀行（郵便局）でお納めくだ
さい。
　詳しくは納税課緯４７０・７７２９へ。

市税の納付市税の納付にに
ご協力くださ　　　　ご協力くださいい

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口口

を
開
設
し
ま

を
開
設
し
ま
すす
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②所得割額の軽減 ①均等割額の軽減
　被保険者本人の「賦課の基となる所得
金額」を基にした軽減があります。

※㋐・㋑については、東京都後期高齢者
医療広域連合独自の軽減措置です。

　同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と、世帯主の「所得金額を合計し
た額」（６５歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所得からさらに高齢者特別控
除１５万円を差引いた額）を基にした軽減があります。

※均等割額８．５割軽減の方は、２２年度は５，６００円となります。これまでは、国の政策に
基づき、制度発足時の２０年度保険料のみの特別措置として、５，６００円の年間保険料を
５，４００円に変更した経緯があります。また、２１年度の保険料は、国から本来の算定とする
旨の通知がありましたが、５，４００円に据え置いた経緯があります。しかし、２２年度から
は、年間保険料を５，６００円とする原則どおりの保険料算定となります。

軽減割合
賦課の基となる所得金額
（旧ただし書き所得）
年金収入のみの場合

全額
１５万円

（年金収入１６８万円）
以下

㋐

７５％
２０万円

（年金収入１７３万円）
以下

㋑

５０％
５８万円

（年金収入２１１万円）
以下

㋒

軽減割合所得金額の合計が下記の基準を超えない世帯

８．５割

９割
８．５割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢者医療制度の被保険
者全員が、年金収入８０万円以下でその他の所得がない場合

５割
基礎控除額（３３万円）＋（２４．５万円×被保険者の数〈被保険者で
ある世帯主を除く〉）

２割基礎控除額（３３万円）＋（３５万円×被保険者の数）

基礎控除額（３３万円）

　２２年第２回定例会が６月３日（木）～２２日（火）の
２０日間の日程で開催中です。今回の議会に上程された
市長提出議案は次の通りです。
　▼東久留米市特別職の給料の特例に関する条例▼東
久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
の一部を改正する条例▼東久留米市職員の育児休業等
に関する条例の一部を改正する条例▼東久留米市税条
例の一部を改正する条例▼東久留米市国民健康保険条
例の一部を改正する条例▼東久留米市立市民体育施設
条例の一部を改正する条例▼東久留米市都市公園条例
の一部を改正する条例▼市道路線の認定について
　詳しくは議会事務局☎４７０・７７８９へ。

第２回
市議会定例会を開催中

後後後後後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期期期期期高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険後期高齢者医療保険料料料料料料料料料料料料料料料
２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年年・・・・・・・・・・・・・・・２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３２３年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度年度ののののののののののののののの保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料料料料料率率率率率率率率率率率率率率保険料率ががががががががががががががが

決決決決決決決決決決決決決決決ままままままままままままままりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままししししししししししししししまりましたたたたたたたたたたたたたたた
※１　賦課の基となる所得金額とは、旧ただし書き所得のことで、前年の総所得、山
林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額などの合計から基礎控除額３３万円を控
除した額です（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません）。

＝ ＋

均等割額

被保険者１人当たり
３７,８００円

東京都の保険料

限度額５０万円

所得額割
賦課の基となる所得金額

（※１）
×東京都の所得割率　７.１８％

２１年２１年度
市の財政状況　市の財政状況を
公表しま　　　公表します

２１年２１年度度
市の財政状況　市の財政状況をを
公表しま　　　公表しますす


